
幼稚園等新規採用教員研修実施要綱 

                                                      

１ 目 的 

 幼稚園等新規採用教員研修は、幼稚園及び聾学校の幼稚部（以下「幼稚園等」とい

う。） の新規採用教員に対して、教育公務員特例法第２３条及び同法附則第５条の規定

に基づき、幼稚園等の教育水準の維持向上を図るため、現職研修の一環として、その職

務の遂行に必要な事項に関する研修を実施し、実践的指導力と使命感を養うとともに幅

広い知見を得させることを目的とする。 

 

２ 内 容 

 幼稚園等新規採用教員研修の内容は、次のとおりとする。 

 (1) 園内研修 

新規採用教員は、園内において研修指導員による指導及び助言による研修（年間８

日間）を受けるものとする。 

 (2) 園外研修 

新規採用教員は、園外において岡山県総合教育センター等における研修（年間７日

間）を受けるものとする。 

 

３ 年間研修計画 

  (1) 岡山県教育委員会は、市町村教育委員会と連携・協力の上、年間研修計画を作成す 

   る。  

(2) 年間研修計画の作成に当たっては、第２項に定める事項のほか、園内研修及び園外

研修の項目及び時期その他必要な事項を定めるものとする。 

  (3) 岡山県教育委員会は、年間研修計画の作成に当たっては、別に定める研修総合企画 

   ・調整委員会の意見を踏まえるものとする。 

  (4) 市町村教育委員会は、岡山県教育委員会が作成する年間研修計画に基づき、地域の 

   実情に配慮して、当該市町村における年間研修計画を作成するものとする。 

 

４ 園内研修計画の作成及び実施 

 (1) 園長及び校長（以下「園長等」という。）は、岡山県教育委員会及び市町村教育委員

会が作成する年間研修計画に基づき、地域の状況や園の実情に配慮し、園内研修計画

を作成し、実施するものとする。 

(2) 園長等は、園内研修計画の作成に当たっては、園外研修との関連に配慮して、園内

研修の項目及び時期その他必要な事項を定めるものとする。 

 

５ 研修指導員     
 (1) 岡山県教育庁義務教育課が研修指導員を委嘱し、各園に派遣する。 

  (2) 研修指導員は、幼稚園等において新規採用教員に対する指導及び助言を行う。 

  (3) 研修指導員の業務等について必要な事項は、別に定める。 

 

６ 園内における指導体制 

 (1) 研修指導員は、園長等と協力の上、園内研修計画に従い、前項の指導及び助言を行

うものとする。 

(2) 園長等は、園内研修計画に従い、研修項目に応じて、新規採用教員の指導及び助言



を行うものとする。 

(3) 所属の教員は、園長等の指導の下に、園内研修計画に従い、研修指導員が実施する

研修のほか、新規採用教員がその職務を遂行するに当たって必要な事項について、

新規採用教員に対して指導及び助言を行うものとする。 

(4) 園長等は、新規採用教員が園外研修を受ける間、保育が他の教員によって適切に行

われるように配慮するものとする。 

 

７ 園内研修計画書及び園内研修報告書等 

(1) 園長等は、園内研修計画書及び園内研修報告書を当該幼稚園等を所管する教育委員

会に提出するものとする。 

(2) 市町村教育委員会は、所管する幼稚園等における園内研修計画書及び園内研修報告

書を岡山県総合教育センターに提出するものとする。この場合において、市町村教

育委員会は(1)の写しを添付するものとする。 

 

８ 連絡協議会  
 岡山県総合教育センターは、幼稚園等新規採用教員研修を円滑かつ効果的に実施する

ため、園長、研修指導員の連絡協議会を開催するものとする。 

 

９ その他   

この要綱に定めるもののほか、 幼稚園等新規採用教員研修の実施に関し必要な事項は、 

別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 ４年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 


